
 

保護者各位 

 

 

インフルエンザ等学校感染症への対応について 

 

 保護者の皆様には、御子息の健康状態を把握し、発熱等の症状が見られた

場合には、登校を自粛して速やかに医療機関に受診させて下さい。 

 （インフルエンザ等の学校感染症の場合、出席停止となり欠席扱いにはな

りません。尚、欠席連絡の際には「インフルエンザ検査の為の通院」等の旨

をお伝え下さい。） 

 学校の対応は以下の通りになっておりますので、ご不明な点がございまし

たら、保健室または担任までお問い合わせ下さい。 

 

１．インフルエンザと診断された場合、必ず学校にご連絡下さい。尚、治療

して学校に登校する場合は、①生徒手帳 P.95 の「学校感染症証明書」、

あるいは②下記の「登校開始許可証明書」のどちらかに医師の証明をも

らい、担任に提出して下さい。 

２．発熱等の症状が見られ医療機関を受診し、診断結果がインフルエンザで

なかった場合は、下記の「インフルエンザ疑いによる通院証明書」を医

師に証明してもらい、後日担任に提出してください。提出すると通院当

日は欠席扱いといたしません。 

 

 



登 校 許 可 証 明 書 

 

城北中学校 

城北高等学校    年   組   番 氏名                
 

病名（□に✓） 

★第１種の感染症 

□エボラ出血熱 □クリミア・コンゴ出血熱 □痘そう □南米出血熱 □ペスト 

□マールブルグ病 □ラッサ熱 □急性灰白髄炎 □ジフテリア 

□重症急性呼吸器症候群 □中東呼吸器症候群 □特定鳥インフルエンザ 

 

★第２種の感染症 

□インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く） □百日咳 □麻疹 

□流行性耳下腺炎 □風疹 □水痘 □咽頭結膜熱 □結核 □髄膜炎菌性髄膜炎 

 

★第 3種の感染症 

□コレラ □細菌性赤痢 □腸管出血性大腸菌感染症 □腸チフス □パラチフス 

□流行性角結膜炎 □急性出血性結膜炎 

 

★その他の感染症 

□溶連菌感染症 □伝染性紅斑 □手足口病 □伝染性膿痂疹 □ウイルス性肝炎 

□マイコプラズマ感染症 □感染性胃腸炎 □その他（            ） 

 

出席停止期間 
 
 平成   年   月   日（   ） ～ 平成   年   月   日（   ） 

 

上記の者、平成  年  月  日より登校してさしつかえないことを証明する。 
 

平成  年  月  日 

医療機関名                       

医師名                        印 

連絡事項・注意事項などがありましたらご記入願います 

 

 

 

                    



 
インフルエンザ疑いによる通院証明書 

 
 

 
中学・高校   年   組   番  氏名             
 
 
 上記の生徒が、インフルエンザの疑いで検査を受けました。その結果、陰

性と出ました。 
 
 
平成  年  月  日 
 
医療機関名または医師名 
 
 
                          印 
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